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第１章 後期基本計画策定の趣旨 

第１節 前期基本計画の取組みと課題 

 １ 前期５年間の主な取組み 

前期基本計画の計画期間である平成 27 年度から令和元年度まで５年間の主な取組みは

以下のとおりです。 

  ア．稲葉クリーンセンター整備事業の推進、平成 29年 12 月１日正式稼働 

  イ．旧飯田工業高校施設を活用し、産業振興と人材育成の拠点（エス・バード）整備事業

を推進、平成 31年３月 21 日竣工記念式典挙行 

  ウ．広域的な幹線道路網構想及び計画の策定（平成 27年度） 

エ．飯田下伊那診療情報連携システム（ism-Link）の更新整備（平成 28年４月稼働） 

  オ．在宅医療・介護連携推進協議会の設立（平成 28 年度）と地域包括ケアシステムの構築

に向けた取組み 

  カ．看護師等確保対策修学資金貸与事業開始（平成 29年度） 

  キ．調査研究プロジェクトの推進による地域課題へのアプローチ 

  ク．地域公共交通の改革改善に向けてベストミックス構築事業を実施 

  ケ．消防署所の老朽化を踏まえ、将来の消防力の適正配置と署所の改築整備の検討に着手

（平成 29年度） 

コ．リニア時代に向けた新施設の整備に関する検討に着手、平成 31 年２月に基本的考え

方（案）を公表 

 ２ 後期計画へ引き継ぐ課題 

   前期５年間の取組みを踏まえて、後期５年間に取り組む課題を以下の３点に大きく集約

しました。 

  ア．リニア中央新幹線開業によるメリットを活かす当地域のビジョンを具体的に描き、そ

の実現に向けた取組みを明らかにすること 

  イ．現行の基本構想で地域づくりを進める重要な柱として掲げた「定住促進」を意識し、

リニア時代を見据えた持続可能な地域づくりに向けた取組みを推進すること 

  ウ．常備消防力の適正配置の検討と 10 署所の整備を進めること 

 

第２節 後期基本計画の概要と計画期間 

 １ 後期基本計画の概要 

前期基本計画５年間の主な取組みと引き継ぐ課題を整理した上で、後期基本計画で取り

組む事業を、基本構想に掲げる施策の方向性＝５つの地域づくりに区分して、第２章で整

理しました。 

また、南信州広域連合規約に定める基幹事務事業の今後の方向性と５年間の取組みにつ

いて、第３章で整理しました。 

 ２ 計画期間 

   後期基本計画の計画期間は、令和２年度から令和６年度（基本構想の終期）までの５年

間とします。 
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第２章 リニア時代を見据えた地域づくりの取組み 

 

第１節 多地域居住の推進による地域づくり 

 

≪概要≫ 

  当地域の豊かな自然やそれらを背景とする美しい景観、あるいは様々な伝統芸能や祭りな

どに代表される文化は、高度に情報化が進み、時間の経過が以前に比べて相対的に早くなっ

ていると感じられる今日の社会において、その個性や特色が一層際立ち、魅力や価値となっ

て多くの人を引き付ける可能性があると考えられます。 

そのため、これらの情報を適切に発信し、他地域から人々を呼び込んで交流を活発にする

ことで、この地域にも生活の拠点を持つ多地域居住へとつなげることを意図しています。 

本節に関係し広域連合が取り組む事業として、景観形成プロジェクト事業、南信州移住促

進プロジェクト事業、地域公共交通事業の３事業を計上しました。 

 

 第１項 景観形成プロジェクト事業 

「南信州ファン」を増やし、来訪者や移住希望者を惹きつける「美しい景観」形成につ

いて、広域連合の構成市町村では、それぞれの特性に応じて独自に様々な取組みを行って

いますが、圏域全体として調和の取れた景観保全・創造の取組みも必要です。こと来訪者

にとっては、市町村の境界はさほど意味を持たず、南信州地域全体ひいては伊那谷全体を

一つの観光圏と捉えることから、広域的に取り組むことにより効果的な景観保全・創造に

つながります。 

このため、広域連合では、前期基本計画期間において景観形成プロジェクトを立ち上げ、

景観に関する広域的な課題は何か、これにどう対応していくかの検討を行ってきました。

前期では、景観に関する住民・関係者等の意識啓発活動に取り組みましたが、具体的事業

に取り組むまでには至りませんでした。 

景観保全・創造の取組みは、産学官連携のような地域全体を巻き込んだ運動を起こして

いくことが望ましいため、後期基本計画期間においては、景観形成プロジェクトに様々な

主体の参画を得て、課題の検討、仕組みづくり、具体的な取組みへとつなげていきます。 

特に、この地域の景観の素晴らしさを来訪者に実感してもらうためには、景観に影響を

与える誘導看板、広告看板に対する対策が重要と考えられます。このため、先ずは一定の

ガイドラインに基づく看板類の見直しによる修景事業を検討し、取り組むこととします。 

特定のエリアにおける看板類の修景については、既に上伊那地域において官民連携によ

る先進的な取組みが行われており一定の成果を上げています。伊那谷全体の調和の観点か

ら、上伊那地域とも連携して取り組んでいきます。 
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 第２項 南信州移住促進プロジェクト事業 

これまでも各市町村が独自に移住定住施策に取り組んできましたが、平成 28 年度からは

圏域への定住促進を目的として、「南信州移住促進プロジェクト事業（広域連携による移住

定住促進施策）」をスタートさせました。移住希望者に対して多様な選択肢を提供する機会

が創出できるとともに、南信州での「暮らし」をイメージしてもらうことができます。ま

た、南信州としてＰＲすることで、知名度・認知度の向上が図られるなどの相乗効果も期

待できます。 

平成 29 年度からは 14 市町村、南信州地域振興局及び広域連合が一体となって取り組む

体制を『「南信州暮らし」応援隊』とネーミングし、東京、名古屋、大阪などの都市圏にお

いてオール南信州で相談会やセミナー等を行っています。また、令和元年度からは南信州

に足を運んでもらうきっかけづくりとなる移住体験ツアーも実施しています。 

移住促進事業は、「暮らし」「仕事」「住まい」の三つの要素をセットで考える施策であり、

直結する様々な団体や組織との連携が不可欠となります。そこで、飯伊不動産組合や南信

州担い手就農プロデュース（ＪＡみなみ信州と関係市町村による新規就農者の支援を目的

とする組織）との連携が重要と考え、情報共有や相談会への相互参画等の関係を構築して

います。また、それぞれのイベント等において、お互いのイベントをＰＲしあうことで広

く周知ができ、その結果、相談会や移住体験ツアー等の集客にも好影響を及ぼし、地域一

丸となって取り組むメリットが生まれています。 

また、広域で取り組むメリットとして、以前は住む場所と勤務先などが同じ市町村内と

なるようなケースでしか対応できなかったものが、住まいを構える自治体と、勤務先とな

る自治体が異なった場合でもスムーズに相談を受けることが可能になります。これには 14

市町村の移住担当者同士が連絡を密にすることで、南信州として広域的に移住を受け入れ

る体制づくりを整えることが重要です。 

移住促進は事業の性質上、即効性のある事業ではありませんが、地域全体での取組みが

地域の関係者に浸透し、移住希望者が南信州へ移住することへの安心感や信頼感が生まれ

る環境づくりが重要であると考えます。 

今後はネットワークの輪をさらに拡げながら、引き続き 14市町村が一体となって広域連

携で移住促進事業に取り組み、移住を考える方の希望に一番良い形で提案ができ、喜んで

当地を選んでいただけるよう、それぞれの組織が取り組むべき役割を明確にし、その役割

を果たすことが大切です。 

また、都市圏での相談会や南信州でのツアー等を活かした関係人口づくりを新たな視点

に加えながら、南信州に移住された方が引き続き住み続けていただけるよう、移住者同士

のネットワークづくり等、フォローについても検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 第３項 地域公共交通事業 

当地域の住民の日常生活や社会参加、地域の経済活動を支える上で不可欠な社会基盤で

ある公共交通を確保維持するため、平成 20 年３月に南信州地域交通問題協議会を設立しま

した。協議会では当地域における公共交通のグランドデザインである南信州地域公共交通

総合連携計画の策定とその実施に係る連絡調整を行っています。具体的には当地域全体の

マネジメント機能を果たしながら、市町村や運行事業者等の関係する団体や組織と連携し、

公共交通の利用促進・利用転換につながる様々な調整を行い、事業を推進しています。 

当地域が一体となって公共交通を推進するために「南信州公共交通システム」を構築し、

運行する公共交通を「基幹路線」、「准基幹路線」、「支線」の３つに体系化し、運行上統一

されたルールのもと利用促進を図り、公共交通の効率化や利便性を向上させています。 

平成 26年 11 月の地域公共交通の法改正により、平成 28 年４月には連携計画に代わるマ

スタープランとして南信州地域交通網形成計画を策定し、国庫補助金（２年間）を活用し

ながら、地域の公共交通の維持整備による交通弱者の足の確保とリニア時代を見据えた訪

問者の二次交通の研究を進めてきました。 

平成 29 年度、協議会は路線バス・デマンド交通など地域交通の最適化を推進する取組み

に対する県補助「地域交通ベストミックス構築事業（最大３年間）」に申請し採択されまし

た。この補助事業を推進するため、運行事業者や商工関係者を加えた新たな実行組織を設

置し、現場の声を踏まえ研究・検討ができる場としてその成果が生まれようとしています。

しかしながら、利用実績は平成 27年度をピークに少しずつ減少しており、さらには運転手

の高齢化と人手不足といった新たな課題も出てきています。 

網形成計画の計画期間は原則５年となっており、令和２年度が見直し時期にあたります

が、地域公共交通活性化再生法等の制度改正があるためこれに則した内容で策定します。 

また、免許返納を余儀なくされた高齢者の通院や買い物、高校生の通学等に必要な生活

交通の確保、あるいは観光交通としての来訪者のための二次交通の整備、交通事業者の維

持と確保等を進めることが重要な課題となってきます。 

これらに加えて、公共交通分野のテクノロジーの進歩に伴う自動運転技術や「標準的な

バス情報フォーマット（バス時刻表のオープンデータ化）」の整備といった MaaS（Mobility 

-as-a-Service）への対応や環境に配慮した電気バス（ＥＶバス）の研究も視野に入れて事

業を推進していきます。 
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第２節 芸術・文化、教育を活かした地域づくり 

 

≪概要≫ 

  当地域には、農村歌舞伎（地芝居）や神楽、人形浄瑠璃などの伝統芸能、あるいは伝統的

なお祭りが数多く伝えられ、「伝統芸能の宝庫」とも言われています。またこうした伝統的文

化を母体として、音楽や演劇、人形劇などの分野において新たな活動が生まれ広がりつつあ

り、こうした地域固有の文化的土壌を活かした地域づくりを推進しようと考えます。 

  そのためには、今ある伝統文化を守り、保存継承していくことが大切です。守るべきもの

がきちんと守られ、リニア時代に継承されることが重要であり、そのための取組みを継続し

ていく必要があります。 

  本節に関係し広域連合が取り組む事業として、第１項 民俗芸能保存継承プロジェクト事

業、第２項 南信州地域の高校の将来像の検討の２事業を計上しました。 

 

 第１項 民俗芸能保存継承プロジェクト事業 

   基本構想の中でも重要な地域資源として位置づけているもののひとつに、当地域の自然

環境や、古くからの営みの中から培われてきた生活文化に根ざした民俗芸能があります。 

   この地域に残る民俗芸能は、民俗学の立場からも高い評価を得ており、国の重要無形民

俗文化財や選択無形民俗文化財などに指定されているものも数多くあります。しかし、そ

れらの中には少子高齢化や過疎化の流れの中で、担い手不足などによって継承が困難にな

っているものが多くなってきました。さらに、選択無形民俗文化財などに認定された民俗

芸能でも、後世に残すための記録が保存されていないものが多く、継承とともに喫緊の課

題となっています。 

民俗芸能保存継承プロジェクトでは、平成 27 年度に継承団体、県及び広域連合が連携し

て「南信州民俗芸能継承推進協議会」を設立し、９つの方向性を示した取組方針を定め将

来に向けた保存・継承の取組みを進めるとともに、重要無形民俗文化財を中心とした民俗

芸能の記録を保存してきました。 

特徴的な取組みとして、民俗芸能の継承に協力的な企業等をパートナー企業として登録

する制度を創設し、保存会と企業の繋がりを構築しました。また、協議会の活動を広く知

っていただくため、公募によるロゴマークを作成し、子どもの芸能体験や芸能発表の場を

創出してきました。 

今後は継続的な事業の推進のために、専門性のあるＮＰＯ等を視野に入れた事務局体制

の見直しを図るとともに、各継承団体や住民主体の事業展開を検討することで、担い手確

保に繋がる新たな取組みを模索してまいります。 
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 第２項 南信州地域の高校の将来像の検討 

   平成 30 年９月、長野県教育委員会は「高校改革～夢に挑戦する学び～実施方針」を策定

し、その中で旧 12通学区ごとの高校改革の方向性を示しました。この実施方針に示された

方向性について、それぞれの地域がどのように考えるか意見を集約するための協議会が設

置されることとなり、当地域においても令和元年６月に「南信州地域の高校の将来像を考

える協議会」が設置され検討が進められました。 

   当地域には、過去に飯田工業高校と飯田長姫高校を統合し、新たな実業高校として飯田

ＯＩＤＥ長姫高校に再編するという非常に重い決断をした経過がありますが、今回の実施

方針では当地域の高校の統廃合については言及していません。 

   検討の結果、協議会では長野県教育委員会に対し、飯田ＯＩＤＥ長姫高校の夜間定時制

を活用し、多部制・単位制の要素を盛り込んだ柔軟な学びのシステムを構築することが望

ましいと提案しました。多部制・単位制は、履修の仕方の自由度を高め、生徒の選択の幅

が広がる仕組みであり、この地域にそのような機能を持つ高校があるということは、この

地域で学ぶ子どもたちを増やしていくことにもつながります。合わせて、地域の特色につ

いて学ぶ取組み、地域に定着する人材育成につながる学びの取組みについても提案しまし

た。 

   高校の将来像については、長野県教育委員会だけでなく、行政機関と教育関係者が連携

し、地域全体での検討を継続していくことが必要であり、公立高校だけではなく私立高校

を含めた圏域８高校が一丸となって取り組んでいくことが重要です。 

   今後の少子化に鑑み、それぞれの高校がそのあり方について検討を進めることが必要で

す。普通科においては、それぞれの特色を活かした特徴的で魅力ある学びの場を提供する

ことが望まれますし、専門学科においては、地域の産業を支える人材育成につなげるため

に、この地域で長年培われてきた産業について深く学ぶことが望ましいと考えられます。 

   また、地域外からも生徒が集まるような高校の魅力化を推進することは勿論ですが、少

子化は進行することから、将来的にはこの地域においても再編整備は避けられない状況が

予想されます。来るべき時期に備え、今から議論を進めていく必要があります。 
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第３節 スポーツと保健・健康の促進に着目した地域づくり 

 

≪概要≫ 

  「生涯現役」という言葉に代表されるように、人々の心身の健康に対する関心は益々大き

くなり、単に寿命ではなく「健康寿命」が意識されるようになっています。当地域はすでに

全国有数の長寿地域ですが、それを可能にしている様々な要因の中から資源を取り上げ、こ

の地域に住む人と来訪者とを問わず、人々の保健・健康の増進に資する地域づくりを推進し

たいと考えます。 

本節に関係し広域連合が取り組む事業として、第１項 在宅医療・介護連携推進事業、第

２項 飯田下伊那診療情報連携システム運営事業、第３項 看護師等確保対策修学資金貸与

事業の３事業を計上しました。 

また、スポーツの振興に関しては、子どもたちに本格的なスポーツに接する機会の提供や、

地域のスポーツ文化の更なる醸成に取り組む必要があります。 

さらに、飯田市教育委員会では、中学校生徒数の減少に起因する部活動数の減少や選択肢

の少なさといった課題に対応し、中学生期にスポーツの多様な選択肢が提供できる地域をめ

ざして部活動の改革が検討されていますが、この課題は、圏域全体に共通する課題であり、

広域連合としても検討していく必要があります。 

これらについては、第５節第１項に計上している「アリーナ機能を中心とする複合施設」

の機能としても重要な視点と考えられます。 

 

 

第１項 在宅医療・介護連携推進事業 

   医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体

制を整備するため、平成 28 年４月に圏域の市町村（地域包括支援センター）や飯田医師会

ほか関係機関・団体による、「南信州在宅医療・介護連携推進協議会」が設立されました。

協議会では、専門部会や小委員会等の検討組織を設け、包括ケアシステムの確立に向けて、

いくつかの課題を設定して検討を進めています。 

地域の医療・介護の資源の把握については、医療機関、介護事業所等の情報収集、医療・

介護資源のリスト化・マップ化と活用に取り組んでいます。 

在宅医療・介護連携課題の抽出と対応策の検討においては、人材確保・資源偏在対策と

して、平成 29年４月から「南信州広域連合看護師等確保対策修学資金」の貸与を開始しま

した。また、介護職の人材不足については、介護事業所との意見交換会や介護人材ワーキ

ンググループ会議を開催し、課題を協議し対応策をまとめました。 

切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進については、平成 28年度に「南信州

退院調整ルール」を作成して試行運用を開始し、平成 29 年度には、職種ごとに問題点を集

約し、ルールの見直しを行いました。平成 30年度には、現状の利用状況の集計、分析を行

い、令和元年度には改善案を集約しました。 

医療・介護関係者の研修については、平成 28 年度から、退院調整ルールの成果の共有と
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多職種の人材育成のため、ブロックごとの研修会や圏域内全体研修会で多職種研修会を行

いました。平成 30 年度には、「アドバンスケアプランニング研修会」や「食に関する多職

種連携協議会」等、専門知識の習得に向けた多職種関係者の研修会が開催されています。 

地域住民への普及啓発については、「地域包括ケアシステムを考える住民フォーラム」と

して、平成 30 年２月には、地域包括ケアに関わる講演や関係職種の方々の取組みを紹介し、

令和２年２月には、人生会議（アドバンスケアプランニング）についての講演会を開催し

ました。 

引き続き介護人材確保など重要な課題について現状の検証をしつつ、検討を進めます。 

また、最後まで在宅での生活を望む方を医療・介護関係者と地域で支えるために、人生

会議をはじめとした地域包括ケアシステムの普及啓発を推進するとともに、飯田医師会を

はじめとした多職種の方々と協力し、講習会・研修会活動を継続するなかで、未解決の課

題についても検討を進めていきます。 

 

 第２項 飯田下伊那診療情報連携システム運営事業 

医療と介護の連携において、地域住民の安心安全な生活基盤の構築・維持のための円滑

な情報共有は重要な課題の一つとなっています。 

飯田下伊那診療情報連携システム［ism-Link］は、平成 21 年度に飯伊医療圏の中核病院

である飯田市立病院を中心に導入され、平成 23 年 12 月に情報開示の６病院を中心に運用

を開始しました。その後、訪問看護ステーションが参加し、診療所と訪問看護ステーショ

ンとのコミュニケーションツールとしても使われています。 

平成 28 年４月、システム更新を機に広域連合が事業主体となり、県補助事業にて「地域

医療情報格納センター」を圏域外に構築し、運用の安定化を図りました。 

また、システムを安定的に運用し、定期的な実績検証を行うため、南信州在宅医療・介

護連携推進協議会内に飯田下伊那診療情報連携システム［ism-Link］運営小委員会を設置

し、問題点の協議や運用方法の検討を行っています。 

平成 28～29 年度に、飯田下伊那薬剤師会や介護職が当システムに参加することとなり、

介護・福祉施設の ism-Link 利用も増加し、ケアマネージャーや施設の嘱託医とのコミュニ

ケーションツールとしても利用が進んでいます。それまでは医師の利用が大多数でしたが、

平成 30 年度は医師以外の多職種に利用が広がってきました。 

現在のシステムは、令和２年度までの契約となっており、令和３年度からは更新システ

ムが稼働しますが、ism-Link が当地域の医療・介護連携における「情報インフラ」として

一層効果が上がるよう、電子お薬手帳や調剤データとの連携等、新たな機能も取り入れて

いきます。薬剤師会による電子お薬手帳の取組みにより、処方内容を参照できることが可

能となることから、ism-Link の利用価値を飛躍的に高めることができるのではと期待され

ています。 

今後は、さらに有効な多職種連携・適切な医療情報の連携、利用者の加入促進を進めま

す。また、患者情報の共有に対する適切かつ簡易的な同意方法について見直しを進めると

ともに、個人情報保護を徹底するための研修会を定期的に行い、より安全に活用できるシ

ステムとしていきます。 
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 第３項 看護師等確保対策修学資金貸与事業 

地域内の看護職員等の不足に対応し、看護師等の地域定着を促進することを目的に、平

成 25 年度より広域連合で「看護師等確保プロジェクト」に取り組み、その後も飯田医師会

と共に奨学金制度について検討してきました。 

平成 28 年８月に飯田医師会からの修学資金創設に向けた要望書を受け、平成 29 年４月

から、看護師等確保対策修学資金貸与事業を開始しました。 

貸与選考審査会において公平な基準で修学生を選考できるよう、選考基準を定めて貸与

者を決定しています。この選考基準については、広域連合の環境福祉医療専門部会におい

て必要に応じ見直し改善を行っています。事業開始から３年が経過した令和元年度には、

３年間の実績と事業の効果の検証を行い、今後の適切な修学生数や安定的な財源の確保が

できるよう、制度の見直しを行いました。 

修学生に対しては、医師会・看護協会等の協力を得て、毎年春に在学確認を兼ねた懇談

会（面談）を開催しています。本人の意思確認のほか、実習等の不安解消や安心して資格

取得ができるよう先輩看護師との懇談、他の修学生との交流、地元に戻りたくなるような

情報提供等、きめ細やかなサポートが行える協力体制を整えています。 

平成 30 年度には、この事業による初の卒業生２名が看護師等の資格を取得し、地元に就

職することができました。これを皮切りにこの事業が今後も安定した看護職員等の確保に

つながるよう適切な運用に努めます。 
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第４節 新たな産業の振興や誘致による地域づくり 

 

≪概要≫ 

  地域産業の活力を保ち続けるためには、何より既存産業の高度化・高品質化やすそ野の拡

大が欠かせません。これに加え、リニア中央新幹線等によってもたらされる環境の変化等に

着目し、医療関連産業や航空宇宙産業など新たな産業分野を開拓していくことが必要です。

こうした地域産業の発展の取組みを支援する拠点として、産業振興と人材育成の拠点（エス・

バード）を整備してきました。 

  今後は、このエス・バードを拠点として、地域を支える地場産業や次期リーディング産業

の発展を支援する機能や体制を強化していくことが重要です。 

  本節に関係し広域連合が取り組む事業として、第１項 産業振興と人材育成の拠点整備事

業、第２項 広域観光リニアプロジェクト推進事業、第３項 マーケティングの視点による

持続可能な地域づくりプロジェクト事業の３事業を計上しました。 

 

 第１項 産業振興と人材育成の拠点整備事業 

   広域連合は、平成 28 年度からリニア中央新幹線長野県駅に近接する旧飯田工業高校施設

を利活用し、高等教育機関や、試験、研究機関など新たな価値を作り出す機能が集積する

研究開発の拠点、あるいは企業、大学、金融機関、行政などの多様な主体が連携し地域に

ダイナミズムを創発する拠点となる施設の整備を進め、平成 31 年１月に南信州広域連合の

公の施設として「南信州広域連合産業振興と人材育成の拠点（通称：エス・バード）」を供

用開始しました。 

   特に、航空機システムという新たな分野で地域産業における研究開発の動きを活発化さ

せて、産業の高度化や高付加価値化を実現していく施設としてこれを位置付け、当地域産

業の中核的支援機関である（公財）南信州・飯田産業センターを指定管理者に指定し、供

用開始時から運営及び管理を行わせています。 

   施設内には、航空機産業に欠かせない高度な環境試験機器を備えた「工業技術試験研究

部門」や、企業の課題解決支援や国機関との橋渡しを行う「航空機産業支援サテライト部

門」、航空機システムに特化した学びを提供する「信州大学航空機システム共同研究講座」

のほか、地元の食品製造業を支援するための「食品系試験室」などがあり、圏域内各産業

分野の研究開発機能や横断連携の体制を整えています。 

   今後は、指定管理者が民間のノウハウを活かしサービスの向上や管理コストの縮減を図

る中で、施設の安定的な運営を行っていけるかどうか注視しながら、施設管理者として必

要な措置を講じていきます。 

また、エス・バードを拠点とした産官学連携によるリーディング産業の創出や、リニア

中央新幹線の開業を見据えた新しい交流の中から地場産業の高度化、高付加価値化を進め

るとともに、グローバル化に対応したデザイン系をはじめとした高等教育機関の設置を研

究し、ナレッジリンクの一翼を担う地域として教育環境の充実を図り、地域内外の若者が

学ぶに値する価値のある地域を目指します。 
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 第２項 広域観光リニアプロジェクト推進事業 

   南信州地域が旅の目的地として選ばれる地域を目指すため、南信州ならではの地域資源

を活かした観光を推進し、関係人口の増加を図る必要があります。広域連合では、南信州

の地域イメージや地域情報を積極的に発信するため、首都圏や関西圏、中部圏を中心に広

域観光振興事業として様々なキャンペーンやイベント等を行ってきました。 

   一方、今日の観光は多様な情報や、ライフスタイル・価値観の変化に伴い、統一的な団

体旅行から、自らが目的地を選択し体験する個人旅行へと変化してきています。こうした

中、（株）南信州観光公社は、全国に先駆け生活文化を活かした体験教育旅行に取り組み、

市町村の枠にとらわれず地域全体で受け入れる体制を整え、生活文化そのものを当地域の

ブランドとして磨きあげてきました。 

また、平成 30 年 12 月には、新たな企画により南信州地域全体を旅の目的地にするため

に、インバウンドや一般旅行客の拡大を図る役割として「地域連携ＤＭＯ」に認定された

ことから、平成 31年度からは、広域連合で担ってきた南信州全体の広域観光振興を観光公

社に一本化しました。 

今後はリニア開通を見据え、インバウンドも含む誘客と情報発信を強化するとともに、

地域全体で受け入れるおもてなしの体制づくりを進めていくことが必要です。そのために

も、観光公社独自の事業を拡大し安定した継続経営がされるよう、財政基盤の強化や人材

の確保等について様々な支援を進めてまいります。 

 

 第３項 マーケティングの視点による持続可能な地域づくりプロジェクト事業 

   人口減少に伴う少子高齢化や、リニア中央新幹線開業などの環境変化を見据え、当地域

の持続可能性を高めるために、自分視点ではなく相手視点によるアプローチである「マー

ケティング」の思考、手法を取り入れた地域づくり事業を実証し波及させることを目的と

して取組みを進めている事業です。 

平成 28 年度に市町村の職員で、マーケティングの手法を学び都市及び民間企業の視点で

当地域の魅力を探るマーケティング研究会を立ち上げました。研究会の成果として、「都市

の課題と地方の課題を相互に解決する南信州」という着眼のもと、４つの事業が提案され、

そのうち安心安全で食卓を豊かにする農産物を供給することで都市部との関係構築を図る

「自信と誇りの持てる農業の再構築」と、ロシアの一般的な菜園付きのセカンドハウスで

あるダーチャをきっかけとして、南信州と都市の企業が継続的に交流・連携し、相互の課

題を解決する仕組みを構築する「一村一企業ダーチャ運動」の２つの事業について、それ

ぞれ市町村職員によるプロジェクトチームを立ち上げ取り組んできました。 

事業の推進により、職員の知識・スキル向上が見られ、また地域内外にネットワークが

形成されつつあり、「官民連携による都市と地方の連携という枠組み」と「マーケティング

の視点」で持続可能な地域づくりに向けた施策が推進されています。 

今後の取組みでは、行政と民間とのネットワークによる自立的な事業運営を行うための

仕組みづくり及び体制づくりが課題となっています。市町村職員がマーケティングの視点

で物事を考える力を養う人材育成の場としつつ、今後の事業主体としてＮＰＯ等を核とし

たネットワークの形成を図り、自立的な運営が可能になることを目指します。 
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第５節 新たな機能の創出による地域づくり 

 

≪概要≫ 

  リニア時代の当地域は、東京圏から 45 分程度名古屋圏から 25 分程度、羽田・セントレア

両国際空港からも約１時間という時間距離に位置することになります。 

  この「どこからも集まりやすい地域」という今までにはなかった個性を活かすとともに、

天竜川やアルプスなどの豊かな自然環境、伝統芸能の宝庫とも言われる文化的環境を付加価

値として、多くの人を引き付ける魅力ある地域を目指し、その核としてのリニア長野県駅を

中心にしたビジョンを具体的に描くとともに、その実現に向けた取組みを明らかにします。 

  本節に関係し広域連合が取り組む事業として、第１項 アリーナ機能を中心とする複合施

設整備検討事業、第２項 ＩＣＴ環境整備利活用研究プロジェクト事業の２事業を計上しま

した。 

 

 第１項 アリーナ機能を中心とする複合施設整備検討事業 

前期基本計画では、「リニア中央新幹線開業に向けて望まれるインフラについて」として、

コンベンションセンター、スポーツ施設の検討をしていく必要があるとしていました。こ

れは、「どこからも集まりやすい地域」になることを活かした地域づくりの推進の観点から

提起されたものです。 

前期基本計画期間においては、望まれるインフラの検討に先立ち、こうした施設が立地

できる場所となり得る土地があるかを探るため、構成市町村に調査を依頼し 10 件の候補地

の提案をいただきました。また、全国の類似施設の状況、当地域の可能性についてコンサ

ルタントによる調査も実施しました。 

これらも参考としながら、平成 30 年度末には「リニア時代に向けた新施設の整備に関

する『基本的考え方』(案)」をまとめました。 

この(案)を受けて、令和元年度には、「リニア時代に向けた新施設の整備に関する検討委

員会」を設置しました。検討委員会は、利用が想定される団体、外部有識者、地元関係団

体、学生、公募委員で構成し、様々な立場から意見が出され、意見・提案書として集約い

ただきました。 

また、広域連合議会においても「アリーナ機能を中心とする新施設整備検討委員会」を

設置して検討され、意見書が提出されています。 

令和２年２月には、検討委員会やパブリックコメント、住民説明会の意見・提案、議会

からの意見書を踏まえて「基本的考え方」を再整理しました。 

「基本的考え方」では、地域を取り巻く状況と問題意識を明らかにしたうえで、施設整

備の方向性を、ここで暮らすことを自慢したくなる「誇りや自信を創造する」施設、国内

外から人が訪れたくなる「価値を発信・創造する」施設とし、施設の具体的イメージを「ア

リーナ機能を中心とする複合施設」としました。新施設単体で施設整備の方向性を実現す

る一か所完結型の施設ではなく、エス・バードや飯田文化会館など圏域内外の施設と連携

を図ることも謳っています。 
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施設の建設・運営の方式については、広域連合が事業主体となる公設公営方式は難しい

ため、民設民営方式か公設民営方式で進めるうえで、参画いただける民間事業者の十分な

調査と確保が最重要課題としています。 

利用形態は、子どもたちへの本格的なスポーツに接する機会の提供や、地域のスポーツ

文化の醸成につながる形態を想定し、また、プロスポーツ誘致等のスポーツ振興を図るた

めのソフト展開を圏域全体で取り組むこととしています。 

施設規模については、「観る」場所としてのメインアリーナ、「する」場所としてのサブ

アリーナを基本に位置付け、身の丈に合った施設とし、過剰な規模としないことを前提と

しています。 

立地条件については、リニア中央新幹線の利用も考慮し、アクセスの観点からリニア駅

近郊の立地を想定しています。 

概算事業費、財源については、地域負担が過大とならないような十分な検討が必要とし

たうえで、施設の建設・運営の方式の検討と連動して検討を進めること、参画いただける

民間事業者との十分な議論をすることが必要とし、国県等の支援についても重要な視点と

しています。 

開設時期については、リニア開業後の状況を見るべき等様々な意見があるため、慎重な

検討が必要としています。 

こうした検討を進めるにあたっては、リニア開通効果を地域振興に活かす観点から、ア

リーナ機能単体の検討ではなく、リニア駅周辺整備、エス・バード、飯田文化会館等と連

携して地域づくりを推進する構想（ビジョン）を描く必要があります。このビジョンの検

討においては、国、県、市町村、隣接地域等の計画、取組みと連携する視点が重要です。 

また、新施設の在り方については、「スポーツ文化の醸成」の観点で、圏域全体で機運を

高める取組みを行う必要があります。 

さらに、リニア開業効果を取り込むことができる新施設像について、民間の考え方の導

入や関係する団体等との連携も必要です。 

以上の「基本的考え方」から、リニア駅を核として、その周辺に整備された或いは今後

検討される機能と本施設が連携する地域ビジョンを描くことと並行して、ビジョンを具体

化するために必要な民間事業者へのアプローチを行う中で、アリーナ機能を中心とする複

合施設整備の検討を進め、地域の合意形成を図っていきます。 
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 第２項 ＩＣＴ環境整備利活用研究プロジェクト事業 

   本事業では、リニア中央新幹線開業を見据え交流人口の増加や企業誘致を図るため、備

えるべきＩＣＴインフラ整備の強化を進めています。 

光回線の整備では、西南部地域を中心とした光回線未整備地域の解消を検討し、南信州

地域全体のＩＣＴインフラ整備を進めるため、当地域の光回線の整備状況について調査を

行いました。これにより明らかになった光回線未整備地域の解消に向け、ＮＴＴ東日本と

連携し令和元年度から順次光回線の環境整備を進めています。 

また、市町村が目指すまちづくりや地域課題の解決に適したＩＣＴの利活用について研

究するために、ＮＴＴドコモと協定を締結（平成 30 年度）し、当地域におけるＩＣＴ利活

用の試行及び効率的な水平展開を検討するための先進地視察等を実施しています。 

一方、大きな課題として挙げられている、市町村のケーブルテレビ設備における同軸ケー

ブルから光回線ケーブルへの更新については、通信事業者と連携しながら光回線ケーブルに整

備する最善の方法について検討を進めてまいります。 

   今後も、光回線未整備地域における環境整備を強力に推進し、地域全体にＩＣＴ利活用

が広く展開されることで、新たな産業分野の創出や企業誘致に繋げ、関係人口の増加を図

るとともに、新しい機能の付加による地域住民のサービスの向上を目指します。 
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第３章 基幹事務事業 
 

第１節 広域連合の区域における広域行政の推進に関すること 

１ 事業の目的及び前期基本計画の評価 

前期基本計画においては、当地域の一体的な振興及び発展を実現するため、地域の自主

性や創意工夫を活かし、広域連合、関係市町村が適切に機能を分担し連携を図りながら、

民俗芸能の保存継承、定住環境の整備、コミュニティ活動の充実、魅力的で特色ある産業

の形成等、一体的な地域づくりのための事業等を推進していくこととしていました。それ

ぞれの取組みについては各章各節において評価を行っていますが、全体としては、広域連

合と関係市町村との連携と役割分担が機能したと評価できます。 

また、前期基本計画策定当時には想定していなかった在宅医療・介護連携推進事業やＩ

ＣＴ環境整備利活用研究プロジェクトなど新たな課題についても地域が一体となった取組

みを進めることができました。 

 

２ 後期基本計画への課題 

広域連合の区域における広域行政の推進に関する分野は非常に広く、また、時代によっ

て取り組むべき課題も変化していくものですが、後期基本計画においては、前期基本計画

期間から取り組んできた事業を検証したうえで第２章において、今後の方針と取組みを示

しました。 

第１節 多地域居住の推進

による地域づくり 

景観形成プロジェクト事業 

南信州移住促進プロジェクト事業 

地域公共交通事業 

第２節 芸術・文化、教育を

活かした地域づく

り 

民俗芸能保存継承プロジェクト事業 

南信州地域の高校の将来像の検討 

第３節 スポーツと保健・健

康の促進に着目し

た地域づくり 

在宅医療・介護連携推進事業 

飯田下伊那診療情報連携システム運営事業 

看護師等確保対策修学資金貸与事業 

第４節 新たな産業の振興

や誘致による地域

づくり 

産業振興と人材育成の拠点整備事業 

広域観光リニアプロジェクト推進事業 

マーケティングの視点による持続可能な地域づくり

プロジェクト事業 

第５節 新たな機能の創出

による地域づくり 

アリーナ機能を中心とする複合施設整備検討事業 

ＩＣＴ環境整備利活用研究プロジェクト事業 

 

３ 今後の方針と取組み 

第２章に記載された事業は、後期基本計画策定時点で具体的課題として明らかになって

いるものですが、計画期間中に新たに取り組むべき課題が生じた場合は、市町村との役割

分担を踏まえつつ柔軟に対応していきます。 
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第２節 広域的な幹線道路網構想及び計画の策定並びに同構想等に基づく事業の実施に関

すること 

１ 事業の目的及び前期基本計画の評価 

   南信地域広域道路ネットワーク計画検討委員会が集約した「南信地域広域道路ネットワ

ーク計画（飯伊地域）」を踏まえ、必要な県道と幹線市町村道を加えた「広域的な幹線道路

網構想及び計画」を平成 27 年に策定し、地域として今後重点的に整備を進めていく路線を

整理し、地域全体の方向性を確認しました。 

   また、構想及び計画に基づく効率的な整備を促進するため、国及び県に対する働きかけ

を、関係市町村及び各事業の建設促進期成同盟会等と協力して行ってきました。 

 

２ 後期基本計画への課題 

   当地域の道路事情は、その多くが山間部であることから地域間を結ぶ幹線道路が限られ、

あわせて急峻な地形と脆弱な地質により危険かつ幅員の狭小な区間が多く存在しています。

これまでも国や県、市町村において整備改良が進められてきましたが、依然として未改良

区間が多く、飯田市や近隣町村間のアクセス道路の改善が課題となっています。 

   また、当地域は国の平均を上回る高齢化が進んでいることから、救命救急向上のために

医療施設への患者の迅速かつ安全な搬送を可能とする道路や、万一の災害に強い「命をつ

なぐ道」は、地域住民が安心安全に住み続けられるために無くてはならない最も基本的な

社会基盤のひとつです。しかしながら、限られた国の予算の中で効率的に整備を進めるた

めには、リニア中央新幹線開業までに確実に整備すべき路線を明確にし、関係機関に要望

することが必要となります。 

 

３ 今後の方針と取組み 

   リニア中央新幹線長野県駅と地域を結ぶアクセス道路の検討を進めるとともに、広域的

な幹線道路網構想及び計画に基づく「南信州環状」及び「南信州軸」を形成する道路の整

備について、長野県南部国道連絡会や中部国道協会をはじめ、各期成同盟会等の活動に参

加し、引き続き重点的な整備の要望を関係機関へ実施していきます。 
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第３節 市町村間及び広域連合の人事交流に関すること 

１ 事業の目的及び前期基本計画の評価 

   各市町村が行う業務は多様性に富んでおり、地域で必要とされる行政サービスにはそれ

ぞれ違いがあります。地域色を活かした事業展開を行う中で専門化が進み、必要な行政サ

ービスに対応していくためには、職員が常日頃から自身の資質向上に努めていく必要があ

ります。 

一方で、各市町村に共通する課題や、時代の変化による新たな課題に着目し、広域的な

視点に立った地域課題の研究を進めることも重要であり、「マーケティングの視点による持

続可能な地域づくりプロジェクト」や「ＩＣＴ環境整備利活用研究プロジェクト」などを

立ち上げ、広域連合職員と市町村職員が一緒に学ぶ機会を設けてきました。 

こういった取組みは、関係市町村間または広域連合との相互理解を深め、人的ネットワ

ークを構築し、それぞれの行政サービスの質を向上させるものとして行われてきました。 

 

２ 後期基本計画への課題 

   今日に至るまで構成市町村から広域連合に職員が派遣されたり、構成市町村に広域連合

の職員を派遣するなど交流を図ってきましたが、近年は市町村職員が減少し、貴重な人材

を派遣することが困難になってきています。 

 

３ 今後の方針と取組み 

   人事交流は、関係する自治体間の相互理解を深め、質の違った業務に触れて研鑚を積む

ことで職員自身の資質向上にも寄与していく仕組みです。各市町村における職員事情はあ

りますが、事業を通じて広域連合職員と市町村職員が一緒に学ぶ機会は互いに貴重な経験

となるものですので、今後も継続していきます。 

また、構成市町村から広域連合への職員の派遣についても、可能な範囲で協力依頼を行

っていきます。 
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第４節 広域的な課題についての調査研究に関すること 

１ 事業の目的及び前期基本計画の評価 

広域連合は将来の地域像を実現し南信州地域の一体的な地域づくりを推進していくため

に、地域の広域的な課題の中で特に重要性や緊急性の高いものについては調査研究プロジ

ェクトとして位置づけ、関係者の協力を得ながら課題解決に向けた取組みを行っています。 

【前期基本計画期間中の調査研究プロジェクト】 

景観形成プロジェクト 第２章参照 

南信州移住促進プロジェクト 第２章参照 

民俗芸能保存継承プロジェクト 第２章参照 

広域観光リニアプロジェクト 第２章参照 

マーケティングの視点による持続可能な地域づくりプロジェクト 第２章参照 

ＩＣＴ環境整備利活用研究プロジェクト 第２章参照 

広域観光交流プロジェクト  

大学連携プロジェクト  

「広域観光交流プロジェクト」については、広域連合が主体となって広域観光の推進事

業を展開してきましたが、令和元年度から地域連携ＤＭＯである（株）南信州観光公社に

事業を移行しましたので、広域観光リニアプロジェクトの中で併せて評価を行っています。 

「大学連携プロジェクト」は、様々な課題において、大学や専門機関など外部の知恵や

見識を課題の分析や施策の立案などに役立てようとする取組みです。 

愛知大学とは平成 19 年度に連携・協力に関する協定を締結し、移住・二地域居住に関す

る共同研究、身近な日常生活エリアでの買い物・通院手段に関する共同研究、農産物の付

加価値に関する共同研究などを行ってきました。前期基本計画期間では、こうした研究に

基づき売木村、阿南町など各市町村と大学との共同研究、調査に結びつきました。 

この他、産業振興と人材育成の拠点における信州大学、地域公共交通における名古屋大

学、民俗芸能保存継承における國學院大学といったように、それぞれの事業で大学との連

携を進めました。 

 

２ 後期基本計画への課題 

調査研究プロジェクトは、一定の広域的課題の解決方法を探ることに目的があります。

それぞれのプロジェクトでは、到達目標や調査研究期間を明確にし、調査研究の結果、事

業として取り組むべき方策が明らかになった場合には、広域連合自体も含め適切な事業主

体へと移行させていくことが大切です。 

 

３ 今後の方針と取組み 

後期基本計画へ引き継ぐプロジェクトについては第２章に記載していますが、今後必要

に応じて新たなプロジェクトに取り組むことも考えられます。調査研究の主体は、広域連

合（構成市町村を含む）の単独、広域連合と他の組織等との協働、他の組織等への委任等

課題に応じて柔軟に対応していきます。 
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第５節 障害者支援施設の設置、管理及び運営に関すること 

１ 事業の目的及び前期基本計画の評価 

   障害者支援施設「阿南学園」は、昭和 33年に当時の阿南学園組合が整備した施設を広域

連合が引き継ぎ、利用者の重度や高齢化に合わせ、必要な施設改修を行ってきました。 

また、施設の管理運営については、将来、施設の改築が必要になった場合は民設民営に

よる完全民営化を図ること、当面は指定管理者制度による管理運営とすること等の確認が

なされ、平成 23 年度から社会福祉法人ひだまりの郷あなんが指定管理者となり、概ね良好

な事業成果を上げています。 

その一方で、建築後 40年程度経過したことによる施設の老朽化、敷地の一部が土砂災害

警戒区域（イエローゾーン）に該当するなど、居住者の安心安全を確保するため早急に措

置を講ずる必要性があるといったことから、平成 29 年度の広域連合議会全員協議会におい

て、民営化の方針は堅持しつつも、今回の改築整備は地方債を財源として広域連合が事業

主体となって実施することを確認し、有利な財源を検討してきました。 

その後、阿南学園の設置市町村で地域条件から過疎対策事業債を起債することができる

阿南町が事業主体となり、過疎対策事業債及び施設整備事業債を活用して本事業を行うこ

とが決定されました。 

このような経過から、阿南学園は移転改築とし完成後の新施設の設置者は阿南町である

こと、広域連合は保有している阿南学園施設整備基金を阿南町に移管することなど、必要

事項を記した覚書を平成 30 年 12 月に交わしました。 

さらに、この覚書に基づき、広域連合が保有している基金は、改築事業の事業主である

阿南町に移管しました。 

 

２ 後期基本計画への課題 

   移転改築に伴う現施設から新施設への移行が良好に行われるよう、阿南町と協力しなが

ら調整を図っていきます。 

 

３ 今後の方針と取組み 

   今後、不測の事態により本事業及び開館後に発生した改修の事業費が増大して新たな財

源が必要となった場合には、広域連合会議に諮り、広域連合全体でこれを負担することと

します。 

また、改築後の新施設へ入居者が移転を完了した段階で広域連合が所有する現施設は廃

止し、その処分については、阿南町、施設の指定管理者、広域連合で協議します。 

その他、覚書に従って必要なサポートを行っていきます。 
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第６節 介護認定審査会の設置及び運営に関すること 

１ 事業の目的及び前期基本計画の評価 

   平成 12 年４月からの介護保険法施行に伴い、市町村は保険者として運営にあたり、広域

連合は介護認定審査会の設置及び運営に関する事務を担当しています。 

介護認定事務は介護保険制度の根幹をなすもので、広域連合で共同処理を行うことによ

り、公平、公正な審査や専門の医師の確保ができ、各市町村で独自に審査会を設置するこ

とに比べて経費等の節減が図られています。 

介護認定審査会は、14合議体 60人の体制で審査を行っています。 

 

２ 後期基本計画への課題 

   介護保険制度改正により介護認定の有効期間が延長されたことから、ここ数年の審査件

数は概ね減少傾向にあります。今後の介護保険制度改正の状況、また法改正による審査の

簡素化を検討しつつ、認定件数の推移を見ながら、適切な合議体数及び委員数を検討する

必要があります。 

また調査項目や認定調査方法の変更による調査員の判断基準の統一や、審査会での二次

判定において調査員の特記や主治医意見書を基として習熟した議論が求められるなど、調

査員、審査会委員ともに専門性が必要となり負担が大きくなっています。 

広域連合として今後も引き続き、公平、公正、適正な審査判定を行うため、判断基準の

統一、平準化を進め、関係者のレベルの向上を図る必要があります。 

 

３ 今後の方針と取組み 

   公平、公正、適正な介護認定が行えるよう、医療、保健、福祉の各分野からの委員確保

と適切な合議体配置に努めるとともに、認定調査員研修や合議体議長会などを通じて、判

断基準の統一、平準化、認識の共有化を図り、審査会の適切な運営に努めていきます。 

また介護保険制度改正の動向を注視し、認定方法の変更等に対応していきます。 

 

 【介護認定審査会 判定状況】 

単位：件 

判定区分 H26 H27 H28 H29 H30 

非該当 22 15 20 20 15 

要支援 
1 1,027 947 930 622 786 

2 1,254 1,250 1,175 699 990 

要介護 

1 1,696 1,710 1,779 1,607 1,697 

2 1,331 1,372 1,460 1,391 1,394 

3 1,066 1,092 1,104 1,076 1,148 

4 1,139 1,150 1,194 1,233 1,182 

5 1,269 1,136 1,238 1,119 1,164 

再調査等 3 2 3 0 7 

合計 8,807 8,674 8,903 7,767 8,383 

 



21 

 

第７節 障害支援区分に関する審査及び判定を行う審査会の設置及び運営に関すること 

１ 事業の目的及び前期基本計画の評価 

   平成 18 年４月の障害者自立支援法施行に伴い、障がい者が地域において自立した生活が

送れるよう、市町村は障がい者に必要な障がい福祉サービスに係る給付、支援を行うこと

となりました。市町村は、そのサービスの種類や量などを決定するための障害程度区分の

判定等を行う市町村審査会の設置が必要となり、その事務を広域連合が共同処理すること

となりました。 

平成 25 年の障害者総合支援法施行により、平成 26 年４月から障害支援区分の認定方法

等が変更となりましたが、制度の変更点を研修会等で周知し、引き続き共同処理を行うこ

とにより、公平、公正な審査、専門の医師の確保、経費等の節減が図られています。 

審査会体制は、４合議体 20 人で審査を行っています。 

 

２ 後期基本計画への課題 

   障害者総合支援法施行による障害支援区分への改正により、市町村が行う調査事務及び

審査会委員の審査内容が変更となりました。 

広域連合としては、改正後の審査判定においても、より公平、公正、適正な審査判定を

行うため、市町村、関係機関と連携を図るとともに調査員研修などを行い、判断基準の統

一、平準化を図る必要があります。 

 

３ 今後の方針と取組み 

   公平、公正、適正な審査判定が行えるよう、医療、保健、福祉の各分野から、障がい者

等の保健福祉に関する学識経験を有する委員の確保に努めるとともに、認定調査員研修な

どを通じ、判断基準の統一、平準化、認識の共有化を図り、審査会の適切な運営に努めて

いきます。 

また制度改正の動向を注視し、認定方法変更等に対応していきます。 

 

 【市町村審査会 判定状況】 

単位：件 

判定区分 H26 H27 H28 H29 H30 

非該当 0 0 0 0 0 

区分 

1 5 3 2 7 5 

2 53 69 45 56 66 

3 49 79 63 60 92 

4 61 54 65 60 52 

5 50 40 65 55 40 

6 80 69 75 89 71 

再調査等 0 1 0 0 0 

合計 298 315 315 327 326 
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第８節 地域生活支援事業としての相談支援事業に関すること 

１ 事業の目的及び前期基本計画の評価 

   平成 18 年４月の障害者自立支援法施行に伴い、地域生活支援事業の内、障がい者の相談

支援は市町村が行う事業として位置づけられましたが、市町村が障がい種別ごとの専門員

を個々に配置して事業を実施することは困難であることから、平成 19 年４月から広域連合

が相談支援事業を行うこととなりました。 

平成 25 年に障害者総合支援法が施行されましたが、相談支援事業の位置づけは同様であ

るため、より専門性を必要とする相談支援事業は専門事業者に委託をしつつ、引き続き広

域連合が事業を共同処理しています。 

   平成 30 年度から開始した地域生活拠点整備事業は、南信州圏域では新たな拠点となる建

物ではなく今ある社会資源を活用していく「面的整備」としました。緊急対応の可能性の

ある方に対し、関係する事業所・相談支援専門員の方と相談しながら、緊急時にどう対応

するかの計画を立て対応できる体制を整えるために、コーディネーターを配置し、24 時間

365 日の対応が可能となる体制を整えています。 

 

２ 後期基本計画への課題 

   広域連合はこの事業を、専門員を配置している相談支援事業者に委託しています。市町

村の事業を共同で処理することにより、障がい等種別ごとの専門員の確保、経費節減等を

図っています。 

また、市町村、関係機関、学識経験者等を構成員とした南信州地域自立支援協議会の運

営も専門事業者へ委託し、相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に関してより専

門的な協議を行っています。 

時代とともに障がい者を取り巻く環境が変化する中で、相談件数も激増し、困難事例も

年々多くなっています。市町村や関係機関とこれまで以上の連携を図ることが必要となる

とともに、相談事業者の相談体制の充実、人材確保、人材育成も課題となっており、安定

的な相談支援事業を行うためには、相談支援事業者との一層の連携が必要です。 

 

３ 今後の方針と取組み 

   障がい者の相談支援事業を専門の相談支援事業者に委託し、障がい者からの相談支援が

円滑に行えるよう市町村や関係機関と連携を図ります。 

   地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務（身体障がい・知的障がい・精神障が

い）等を実施する「基幹相談支援センター」化も求められています。この体制についても

早期実現ができるよう検討をしていきます。 

今後も相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉の向上を図るため、南信州地域自

立支援協議会、市町村、及び関係機関との一層の連携を図ります。 
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 【障がい者 相談状況】 

単位：件 

相談支援種別 H26 H27 H28 H29 H30 

障がい者全般に関する連絡調整等 875 229 681 493 537 

身体障がい者相談支援 674 828 829 890 2,395 

知的障がい者相談支援 1,752 1,839 1,677 1,676 2,777 

精神障がい者相談支援 2,343 2,298 1,884 1,744 2,832 

障がい児相談支援 4,099 4,032 3,631 3,469 3,930 

合計 9,743 9,226 8,702 8,272 12,471 
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第９節 老人ホーム入所判定委員会の設置及び運営に関すること 

１ 事業の目的及び前期基本計画の評価 

   市町村が日常生活に支障がある高齢者を老人ホーム等へ措置するためには、入所措置の

判定を行う必要があります。 

養護老人ホームの入所措置を公正かつ適切に行うため、入所判定委員会を設置し、入所

の要否を判定し、地域の養護老人ホーム４施設の入所調整を行っています。 

特別養護老人ホームの入所は、措置による入所の時代から、南信州地域の多くの施設の

入所申込を飯伊広域行政組合（統合前の一部事務組合を含む）がまとめて受け付けていま

した。介護保険制度が導入され、必要度の高い方が優先的に特別養護老人ホームへ入所で

きるようになった現在でも、広域連合が申込みの受け付け、入所調整検討委員会にて待機

者の順位を決定後、入所調整を行っています。 

平成 27 年４月の介護保険制度改正により特別養護老人ホームへの入所は介護度により

制限されることとなり、判定方法を一部修正して対応しています。 

また、入所待機者の増加に伴い、平成 30 年１月に市町村優先入所枠について一定の人口

を超える町村の割合の引き上げを行い、より公平な入所調整が行えるよう対応しています。 

 

２ 後期基本計画への課題 

   現在、南信州地域の 14 施設の 792 床のうち 456 床について、広域連合が入所の必要度の

高い方から入所できるよう入所調整を行っていますが、介護保険制度の改正等により特別

養護老人ホームの入所待機者が増加し、常時 550 人前後となっています。 

   このほか、市町村・法人の優先枠、民間で運営している特養や市町村の地域密着型の特

養等もあり、待機者の方々は必要に応じてそれぞれ申込を行っています。 

   この広域連合による入所調整方法は、入所待機者・担当ケアマネジャーと施設との連絡

調整が煩雑になり、調整がスムーズに行えないことが多くなってきました。これらを解消

するため、より効率的な方法はないか、入所調整方法の抜本的な見直しや入所連絡調整方

法のあり方を検討する必要があります。 

 

３ 今後の方針と取組み 

   養護老人ホームの入所措置及び特別養護老人ホームの入所調整が円滑に行えるよう、関

係市町村と連携を図ります。 

また、介護保険制度改正や関係法令改正等の動向を注視し、入所基準の変更等、適切に

対応していきます。 

今は増加傾向にある待機者数ですが、今後の高齢者人口の移り変わり等状況の分析を行

うとともに、制度改正等の動向も注視したうえで、入所基準の見直しを行う等、効果的な

入所申込方法の検討を行っていきます。 
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 【広域連合が入所調整を行う特別養護老人ホーム】 

単位：人 

市町村 施設名 定員 広域枠 優先枠 優先枠種別 

飯田市 

飯田荘 30 15 15 市町村枠 

第 2 飯田荘 50 30 20 市町村枠 

遠山荘 50 30 20 市町村枠 

ゆい 58 39 19 法人枠 

笑みの里 80 30   

陽だまりの丘 30 10   

松川町 松川荘 50 30 20 市町村枠 

高森町 あさぎりの郷 64 38 26 市町村枠 

阿南町 
阿南荘 80 40 40 市町村枠 

赤石寮 70 49 21 法人枠 

阿智村 阿智荘 80 45 35 市町村枠 

天龍村 天龍荘 50 35 15 市町村枠 

泰阜村 やすおか荘 50 35 15 市町村枠 

喬木村 高木荘 50 30 20 市町村枠 

合計 792 456 266  

 

 【広域連合が入所調整を行う養護老人ホーム】 

単位：人 

市町村 施設名 定員 

飯田市 
ハートヒル川路 100 

信濃寮 80 

天龍村 天龍荘 50 

下條村 光の園（盲老人ホーム） 50 

合計 280 

 

 【老人ホーム入所判定等件数】 

種別 件数 H26 H27 H28 H29 H30 

特別養護老人ホーム 

入所申込件数(件) 508 469 513 734 537 

入所件数(件) 218 236 189 185 186 

待機者数(人) 521 411 497 509 548 

養護老人ホーム 
入所判定件数(件) 33 49 53 34 32 

入所件数(件) 30 41 38 32 31 
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第 10 節 広域防災計画の実施に必要な連絡調整に関すること 

１ 事業の目的及び前期基本計画の評価 

   当地域全体に被害が及ぶ南海トラフ地震、伊那谷直下型地震、豪雨災害等に備えるため

に、様々な面から対策を講じておく必要があります。これまでに当地域の市町村と他地域

の地方公共団体又はその他団体との間で災害時応援協定等を締結していますが、その一つ

として、飯田建設事務所建築課が事務局となり、南信州地域振興局、14市町村、広域連合、

（一社）長野県建築士会飯伊支部、（一社）長野県建築士事務所協会飯伊支部、長野県建築

物防災協会飯伊支部により組織される飯伊地域被災建築物等応急危険度判定連絡会議によ

り広域的な連絡調整が行われています。 

   また、地域における防災意識の高揚や、将来の地域防災の担い手となる人材育成は不可

欠であり、消防団員と協力して各地域で防災研修を行う取組み「チャレンジ防災４８」の

推進や幼年消防クラブ・少年消防クラブの結成、各種イベントにおける啓発活動を行って

います。 

 

２ 後期基本計画への課題 

   自助共助体制の一層の推進を目的とした住民対象の防災教育を実施し、住民意識の向上

を図る必要があり、今後も、消防団員と消防職員が協力し、地域住民へ広く浸透させる取

組みを継続していくことが重要です。 

また、地域防災計画及び相互応援協定の締結並びに実施に係る連絡調整会議等の開催に

ついて検討していく必要があります。 

 

３ 今後の方針と取組み 

   今後も消防団と消防署で協議検討を行い、モデル事業を組み入れながら住民対象の防災

教育を継続実施し、防災意識の高揚を図っていきます。また、将来を見据えて少年消防ク

ラブ結成をさらに広めるとともに、幼年消防クラブを含む既存団体における防火意識の高

揚を図ります。 

策定されている各市町村の地域防災計画については、県及び市町村間での連携について

検討していくとともに、広域連合の職員防災マニュアルについても随時見直していきます。

さらに、相互応援協定の締結から年数が経過したものについて、防災対策の情報共有を行

っていきます。 
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第 11 節 消防に関すること 

１ 事業の目的及び前期基本計画の評価 

   飯田広域消防では、広大な面積を有する当地域において、高速交通網時代や少子高齢化

の進展など地域特性に将来展望を加えた上で、消防行政の基礎となる人員、機械、仕組み

の充実を図りながら、住民の安心安全の確保に努めることを目的として事業を推進してい

ます。 

   消防行政の中核となる人材育成の面では、関係機関への職員派遣、先進地研修の継続及

び職員の職務遂行能力の向上を目的とした研修により、消防行政の底上げによる住民サー

ビスの向上に努めています。 

消防活動の面では、地域特性を考慮した災害対応マニュアルの整備、山間地や流水域に

おける救助活動の技術の習得及びリニア中央新幹線建設工事の着工に合わせた閉鎖空間に

おける災害応急対策の見直し並びに活動体制の充実に努めています。 

   高齢化の進行にともなう救急需要の増加に対しては、全署所に配置している救急自動車

の計画的な高規格化、病院研修による救急活動の高度化及び医療機関との連携による合同

訓練の実施など、傷病者の救命率向上と搬送環境の改善を図っています。 

   一方、近年では、地球温暖化の影響と考えられる降雨の局地化・激甚化や南海トラフ地

震の発生確率の高まりなど、いつどこでも大規模な自然災害が起こり得ることから、大規

模な災害時におけるリエゾン派遣の態勢を整備し、市町村や防災関係機関との緊密な連携

を強化しているところです。 

   こうした消防活動の資源として欠くことのできない消防車両や消防庁舎等については、

消防車両の計画的な更新整備と消防庁舎等の長寿命化を図っています。また、平成 29 年度

から、それら消防力の効率的かつ効果的な運用のために、専門知見を有する外部機関によ

る「消防力の適正配置調査」を行ってまいりました。調査結果を基に現在、将来に向けた

消防力のあり方を研究しているところです。 

 

２ 後期基本計画への課題 

 (1) 社会環境の変化と消防需要 

    飯田広域消防本部の活動面からの変化を概観してみると、平成 30年の主な消防活動は、

救急出動が 7,517 件で最も多く、次いで予防査察が 1,349 件、救助出動が 128 件、火災

出動が 72件となっています。これを平成元年と比較すれば、救急出動では約 2.64 倍に

増加、救助出動では約 1.38 倍に増加している一方、予防査察は 0.36 倍に減少、火災出

動についても 0.72 倍に減少しています。これは、全国平均の傾向とほぼ同じといえます。 

    火災の発生件数や火災に伴う死傷者数は、予防査察や広報活動などの効果が一助とな

り長期的に減少傾向が続いており、火災出動が少なくなる一方で、救急活動や救助活動

の大幅な増加・高度化が引き続き顕著な傾向となっています。今後の人口減少や高齢化

の進展を加味すると、事前措置である予防的な救急知識の普及や予防行政の重要性は一

層高まり、人的体制も含めてその充実強化を進めていくことが不可欠です。 

    救急活動については、高齢になるほど搬送率が高くなる傾向にあり、とりわけ後期高

齢者では搬送率が急激に高くなっています。総務省消防庁の救急需要将来推計（平成 28

年３月）によれば、人口減少の中でも急激な高齢化の進行により、当消防本部の管轄人

口規模では、2030 年頃まで需要が増加し続け、2035 年頃から緩やかに減少に転じると予
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想されています。こうしたことから、救急隊員の質の向上や救命処置の拡充など、多様

化するニーズに応じた高度な救急活動への対策が急務になると見込まれています。 

消防活動は、社会経済環境の発展・変化に応じて、段階的に防災、救急、救助の分野

を任務とし、近年では、国民保護活動やテロ対応などを任務に加えていることから、地

域に密着したその任務は一貫して拡大しており、将来的な展望においても拡大傾向であ

るものと考えられます。 

また、この圏域では、既に多くの地域で人口減少や低密度化が進んでおり、今後さら

に無居住地域の増加も懸念されます。その場合であっても、一定の消防需要は救急搬送、

火災警戒等を含めてなくなることは想定しがたいため、こうした変化に的確に対応する

ために、消防団等の地域防災力の充実強化が特に重要なポイントになってくると考えら

れます。 

一方、地方公務員全体の総職員数は、近年の行政改革の取組み等により、平成６年を

ピークとして約 16％減少しているなかにあって、消防職員については、救急搬送の需要

の増加等を反映して、一貫して増加を続けています。全国の消防職員は、この 30 年余り

で約 27％増加しているのに比較して、飯田広域消防本部では約 13％の増加にとどまって

います。消防行政は、まさに人的資源が住民への消防サービスに直結するものであるこ

とから、少子高齢化や人口減少社会において行政コストが増大するなかにあっても、住

民ニーズの変化に的確に応えるための必要な人員の確保と人材育成に傾注する必要があ

ります。 

 (2) 消防力の適正配置調査からの課題 

これらの社会環境の変化と消防需要の増加のなか、今後の住民ニーズの変化に的確に

応え、消防力を効率的かつ効果的に運用するにあたり、平成 29 年度から開始した「消防

力の適正配置調査」では、以下のような３つの具体的な課題が指摘されています。 

一つ目は、到着率の地域格差についてです。現状の 10 消防署・分署での運用において、

災害の発生時に 17 分以内に到着できる地域が約９割と評価される一方で、消防署・分署

の配置がない個別市町村での視点では、遠隔地の町村において、平均走行時間が長く、

17 分以内に到着できる地域が０割の状況であることから、市町村における格差は大きい

ものとなっています。 

二つ目は、点在する消防需要への対応と署所孤立の可能性についてです。当地域の消

防需要が広範囲にわたり点在していることから、管内全域の消防需要に効率的かつ効果

的に対処するため、管内全域を視野にいれたバランスのとれた消防署・分署の配置であ

ると評価される一方で、１署所が管轄する地域において、同時多発的に災害が発生した

場合や消防活動が長期化するような場合には、応援に向かう部隊の到着に時間を要する

ことが想定され、応援部隊の到着までは、限られた消防力での対応を余儀なくされるこ

ととなります。また、地域特性から、自然災害の発生時において、容易に交通路の遮断

による孤立が予想され、例外なく消防署・分署の孤立を示唆しています。 

三つ目は、消防団との連携強化についてです。当管内の全ての市町村に消防団がある

ことから、特に火災発生時の活動や地域に密着した活動が期待されています。消防団の

運用効果の検討の結果、平均走行時間は 2.1 分で、13 分以内の到着率が 10 割となって

います。このことは、広域な管内において、大いに期待される消防力であることは明ら

かである一方、消防署・分署だけでは管轄する広域な地域からの消防需要に対して、十
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分に対応しきれないという側面を示唆しています。 

その他、この圏域では、リニア中央新幹線や三遠南信自動車道等の高速交通網整備工

事が始まり、将来を展望する中で、人的交流が活発化されることも予想されます。この

ことは、かつてない規模の様々な災害の発生リスクや事故等の多様化が考えられます。 

 (3) 今後における体制の整備 

こうした事象に的確に対応するためには、今後においても、将来を見据えた活動体制

や資機材の整備が必要となります。 

消防車両の整備では、増加の一途を辿る救急需要により、救急自動車の使用頻度に応

じた更新計画の前倒しが予想されています。また、整備から 30 年を経過しているはしご

自動車は、更新を含めた検討が急務となっています。 

消防庁舎等の整備では、旧耐震基準で建築された庁舎や、更新から７年が経過した指

令施設の今後の更新計画など、総合的な財政上の見通しと適正な配置を含めた検討を加

速させる必要があります。 

 

３ 今後の方針と取組み 

   こうした諸課題に対応するため、将来における消防力の充実と消防行政サービスの拡充

を主眼に、圏域における社会の進展、消防需要の増加、行財政改革の視点を踏まえつつ、

合理的かつ妥当性のある消防力の適正配置を更に研究していきます。 

また、職員定数の見直し検討及び女性活躍の場推進を含めた人員配置の検討を行い消防

力の効果的な運用に必要な人員の確保を図ります。 

   人材育成では、関係機関への職員派遣や時代のニーズに応じた研修の継続による能力開

発及び知識技能の習得のほか、消防活動や実務で得られた課題を改善し、職員一人ひとり

が将来を見据えた考え方と行動力を持ち活き活きと活躍できる職場環境の醸成を行うとと

もに、将来に継承していきます。 

   少子高齢化やインフラの老朽化の進展など社会環境の変化と消防需要の増加については、

事前措置である予防的な救急知識の普及や予防行政の充実を図るとともに、医療機関との

連携による救急隊員の質の向上や救命処置の拡充、多様化・複雑化する災害応急対策の見

直しと消防活動技術の向上を更に推進していきます。 

   また、地域ごとの実態と意見を把握して、到着率の地域格差への対策、災害に強い消防

体制の確立、地域における貢献度の高い消防団を中核とした地域防災力の向上のための施

策を推進していきます。 

消防車両や老朽化の進む消防庁舎等（高森消防署：昭和 56 年竣工、阿南消防署：昭和

61 年竣工）は、消防力適正配置調査の結果を踏まえ、消防本部機能のあり方や指令施設の

更新を含めた圏域全体の消防力の効率的かつ効果的な運用の構想を協議しながら、長寿命

化のための必要な維持管理に努めるとともに、中長期的な視点で消防力を維持、発展させ

ていく整備計画の策定に向けた検討を進めます。 
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第 12 節 ごみ処理施設の設置、管理及び運営並びに一般廃棄物の処理に関すること 

１ 事業の目的及び前期基本計画の評価 

広域連合では、環境に配慮した循環型社会の形成、少子高齢社会への対応など持続可能

な社会構築への要請に応え、地域住民の衛生的で健康的な生活に寄与するとともに、住民

や関係市町村のごみ処理に係る費用負担の軽減を図る事を目的に、飯田市、松川町、高森

町、阿南町、阿智村、平谷村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿

村の 13 市町村共同で可燃ごみの共同処理を行っています。 

前期基本計画で掲げた次期ごみ処理施設の整備については、平成 25年に策定した「次期

ごみ処理施設整備構想」を基に、ごみの減量化や分別、再生利用、化石燃料の消費の抑制、

発生する熱エネルギーの有効利用等を、目指す姿として掲げて整備を進め、安全で安定し

た施設の運転確保及び、環境基準が確実にクリアされることを基本として、稲葉クリーン

センターを平成 29 年 12 月に竣工しました。 

稲葉クリーンセンターを整備したことにより、住民の生活環境の保全に寄与するととも

に、ごみ処理費用についても、年間で約５億円余の費用削減を実現し、大きな成果に繋が

っているところです。 

   また、平成 27年には、長期的な視点に立ち、稲葉クリーンセンターの整備に則した「一

般廃棄物（ごみ）処理基本計画（令和４年度まで）」を策定し、循環型社会の構築とごみの

適正処理のため、ごみの減量化・再資源化対策の推進をしています。 

   こうした中、桐林リサイクルセンターでは、ごみの発生、排出抑制をはじめとする、ご

み減量化の推進及び資源の有効活用と、環境意識の高揚を図る拠点施設として、リユース

品の有効利用、環境学習講座の開催による学習と啓発活動を積極的に行っているところで

す。 

 

【稲葉クリーンセンターの概要】 

1) 焼却処理量： 24,994t/年 

2) 施設規模  ： 93t/日(災害時対応余力分 4t/日) 

3) 処理方式  ： ストーカ式焼却炉 

4) 炉 数    ： ２炉構成（46.5t/日×２） 

5) 炉 形 式 ： 全連続運転(24 時間稼働) 

6) 余熱利用 ： 発電（蒸気タービン発電） 

7) 最大出力 ： 1,340kW 

8) 発電量    ： 720 万 kWh/年 

 

 【環境学習講座の開催状況】 
単位：回 

年 度 H26 H27 H28 H29 H30 

親子環境学習講座 14 14 16 16 12 

一般環境学習講座 5 5 13 13 11 

合 計 19 19 29 29 23 
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２ 後期基本計画への課題 

   稲葉クリーンセンターの竣工後、それまでの桐林クリーンセンター稼働時に比べると、

可燃ごみの搬入量が年間で 16％程度増加しています。 

   ごみ搬入量の増加の要因としては、それまで可燃ごみの対象としていなかったプラスチ

ック類（資源ごみは除く）や皮革製品等の焼却対象物を拡大したことや、当時の社会情勢

との相違などがあげられます。 

また、プラ資源、紙資源を代表とする、資源ごみの混入や、燃やすごみではない不適物、

産業廃棄物の混入など、処理対象物とならないごみの混入が多く見受けられることも、大

きな要因であると考察しています。 

今後もごみ搬入量の増加傾向がこのまま推移すると、焼却施設への負荷が大きくなり、

焼却機器のメンテナンス、更新費用を含めたごみ処理費用の増大が懸念され、住民や市町

村のごみ処理にかかる費用負担の増加が心配されるところです。 

また、大規模自然災害が増加し大量に発生する災害ごみの処理も課題となっており、そ

の対応も念頭に置いて施設の運転管理を進める必要があります。 

こうした現状を踏まえ、今後も構成市町村と連携し、ごみの排出に対する意識の向上を

図り、ごみの減量化や分別、再生利用に引続き取り組む必要があります。 

 

  【ごみ搬入量の推移】 

                      単位：t 

  H26 H27 H28 H29 H30 

委託収集 16,467.61 16,366.11 16,290.30 17,678.18 19,065.18 

直接搬入 7,845.08 8,198.36 8,354.20 9,154.01 9,677.22 

合計 24,312.69 24,564.47 24,644.50 26,832.19 28,742.40 
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 【市町村別 ごみ搬入量の推移】 

                 単位：t 

市町村 H26 H27 H28 H29 H30 

飯田市 18,499.16 18,599.09 18,687.95 19,984.85 21,205.74 

松川町 1,530.47 1,535.99 1,567.21 1,683.79 1,765.52 

高森町 1,262.03 1,273.17 1,263.33 1,382.43 1,520.03 

阿南町 379.72 384.65 380.15 405.77 449.32 

阿智村 866.94 971.04 988.96 1,335.56 1,564.18 

平谷村 17.58 20.30 18.07 28.45 41.03 

下條村 282.02 285.32 279.60 314.05 337.10 

売木村 47.02 53.90 50.83 53.68 61.85 

天龍村 139.08 134.90 138.98 151.44 154.74 

泰阜村 94.22 98.74 96.22 135.41 130.50 

喬木村 602.99 608.06 583.29 696.72 764.37 

豊丘村 512.00 520.51 507.65 567.11 658.90 

大鹿村 79.46 78.80 82.26 92.93 89.12 

合計 24,312.69 24,564.47 24,644.50 26,832.19 28,742.40 

 

３ 今後の方針と取組み 

   稲葉クリーンセンターの運営にあたっては、常に環境影響を意識し、安心安全で信頼さ

れる施設の運営管理を行っていくため、構成市町村と情報を共有し、ごみの適正処理に取

り組みます。 

   また、循環型社会の構築とごみの適正処理のため、環境意識の高揚を図り、ごみの発生、

排出抑制をはじめとする、ごみ減量化の推進及び資源の有効活用に取り組んでいきます。 

これらの方針の実現に向け、可燃ごみの搬入量が増加している事から、現在の一般廃棄

物（ごみ）処理基本計画を見直し、稲葉クリーンセンター稼働後の実態に則した計画を策

定すると共に、ごみの排出に対する意識の向上を図り、ごみの減量化や分別、再生利用に

引続き取組みます。 

具体的な施策としては、構成市町村や関係機関と連携を図りながら、啓発活動の対象を

事業者も含めた広範囲に捉え、継続的に粘り強く周知啓発に努めます。 

また、資源物、産業廃棄物等を始めとする焼却不適物の混入抑制についても、構成市町

村と情報を共有し、搬入車輌の検査を実施するなど分別指導を推進します。 

環境意識の高揚については、資源の再生利用の観点から、桐林リサイクルセンターにお

いて規則に則したリユース品の扱いを継続し、ごみの減量化の推進及び資源の有効活用に

努めます。 

また、桐林リサイクルセンターで開催する環境学習講座の充実を図り、環境意識の高揚

に努めます。 
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第 13 節 し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること 

１ 事業の目的及び前期基本計画の評価 

   し尿処理施設「飯田竜水園」は、飯田市・松川町・高森町・喬木村・豊丘村・大鹿村か

ら排出される、し尿及び浄化槽汚泥等を適正に処理し、住民の衛生的で健康的な生活に寄

与することを目的として、平成５年５月から計画処理能力 204ｋｌ/日で稼働を開始しまし

た。 

しかし、各市町村の集合処理化や合併浄化槽の普及により水洗化が進み、搬入量が大幅

に減少したため、平成 21 年度から平成 23 年度の３か年に、既存の施設を有効利用し、現

状に見合った処理能力 75ｋｌ/日とする施設のコンパクト化工事を行いました。 

また、汚泥処理についても、焼却施設を廃止することで地域住民への環境影響を排除し、

循環型社会の形成に資するため、含水率 70％以下の脱水汚泥として場外搬出し堆肥化する

こととしました。 

施設の運転状況については、関係市町村から搬入されたし尿・浄化槽汚泥・農業集落排

水汚泥について、徹底した日常管理と水質検査を実施することで、毎日変動する搬入量や

成分等にも迅速に対応し、水質の安定化を図ることで放流水の環境基準に適合した数値を

遵守し、安定した処理を行っています。 

 

２ 後期基本計画への課題 

関係市町村の農業集落排水施設の改修及び廃止もあり、一時的に汚泥等の搬入量が増加

することから、関係市町村と問題意識を共有し、搬入されるし尿・浄化槽汚泥・農業集落

排水汚泥の成分及び搬入量の変動に対応した運転調整を行う必要が生じています。 

また、浄化槽汚泥・農業集落排水汚泥の搬入割合が増えていることから、浄化槽管理会

社及び搬入業者との搬入調整についても計画的な搬入の検討が必要となっています。 

周辺地域への環境影響については、臭気の漏洩に注意するとともに、処理水（放流水）

の温度管理・ｐH 管理・DO（溶存酸素）管理・アンモニア性窒素・硝酸性窒素等の水質試

験を行い、環境基準を遵守し、安全で安定した施設稼働に努め、常に住民の信頼を得てい

く必要があります。 

 

【し尿等の搬入量の推移】 

単位：㎘ 

  H26 H27 H28 H29 H30 

し尿 12,095.82 11,365.30 10,603.12 10,047.67 9,369.16 

浄化槽汚泥等 10,912.25 11,202.08 11,122.94 11,474.36 12,290.06 

合計 23,008.07 22,567.38 21,726.06 21,522.03 21,659.22 
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【市町村別 し尿等の搬入量の推移】 

単位：㎘ 

市町村 H26 H27 H28 H29 H30 

飯田市 13,244.27 12,716.03 11,993.39 11,903.61 11,715.94 

松川町 4,306.29 4,365.88 4,437.82 4,109.23 4,459.05 

高森町 2,919.92 2,959.31 2,762.19 2,855.62 2,628.06 

喬木村 932.34 865.27 893.88 912.72 1,015.38 

豊丘村 1,104.88 1,084.55 1,049.22 1,184.58 1,262.51 

大鹿村 500.37 576.34 589.56 556.27 578.28 

合計 23,008.07 22,567.38 21,726.06 21,522.03 21,659.22 

 

３ 今後の方針と取組み 

   飯田竜水園の運営にあたっては、施設周辺の地域環境に十分配慮すると共に、環境基準

を遵守し、安心安全で信頼される施設の管理運営を行っていくため、関係市町村と情報を

共有し、し尿及び浄化槽汚泥等の適正処理に取り組みます。 

そのために、施設へ搬入されるし尿・浄化槽汚泥・農業集落排水汚泥の搬入量の動向を

注視し、計画的な搬入調整、運転調整に努めます。 

また、施設の運用状況や放流水の分析結果の公開等を積極的に行い、関係市町村や地元

地区と情報を共有し、し尿及び浄化槽汚泥等の適正処理に取り組みます。 

   南信州広域連合圏域内のし尿処理施設は、飯田竜水園のほか、下伊那郡西部衛生施設組

合（くりーんひる西部）、下伊那郡南部総合事務組合（泰阜クリーンセンター）の２施設が

あり、長期的な視点に立って、今後の搬入量の動向や他の施設の状況等も踏まえ、圏域内

のし尿処理施設のあり方についての検討を進めます。 

 

 

23,008.07 22,567.38 21,726.06 21,522.03 21,659.22 



南信州広域連合 事務局 

〒395-0034 

長野県飯田市追手町２-678 飯田合同庁舎内 

TEL_0265-53-7100  FAX_0265-53-7155                        
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